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使用者は労働者（健康保険・厚生年金保険の被保険者）が退職した場
合、5 日以内に保険資格の喪失手続きをしなければなりません。 
  
種 類 内 容 手続場所 手続期間 その他注意事項 

雇用保険 
失業給付の
受給 

ハローワーク 
離職後できる
だけ早く 

離職票と雇用保険被保
険者証を会社から受領 

健康保険 

在職中の健
康保険への
継続加入 

健保組合 
又は 協会け
んぽ※ 

退職日の翌
日から２０日
以内 

原則として退職後２年
間に限られ、保険料は
自己負担 

国民健康保
険へ の 新規
加入 

市区役所又
は町村役場 

退職日の翌
日から１４日
以内 

健康保険の被保険者
資格の喪失届の写など
を会社から受領 

公的年金 
国民年金へ
の新規加入 

市区役所又
は町村役場 

退職日の翌
日から１４日
以内 

国保加入者である被扶
養者の被保険者種別
の変更も行う 

 
※ 協会けんぽ（全国健康保険協会管掌健康保険）の加入者は、協会けんぽ福

岡支部（郵送可）で手続を行う必要があります。 

◆主な関係条文： 雇用保険法１３条、３７の２～３８条、同法施行規則７条 
国民健康保険法６～７条、５６条、同法施行規則３条 
国民年金法７～8 条、同法施行規則１条の２ 

 

（（７７））参参考考：：退退職職届届ににつついいてて  

退職届は、法律等で定められた様式はありません。 

   書き方がわからない時は、下記退職届の例を参考に作成して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9章　退職、解雇

110

第 

９ 

章



111 
 

＜退職届の例＞ 

                                                                                        

退職届 

〇〇株式会社  

代表取締役〇〇様 

 

  私は、以下の理由により、〇年〇月〇日をもって、貴社を退職することをお

届けします。 

     退職理由 〇〇〇〇〇〇〇〇 のため 

   

                        〇年 〇月 〇日 

                        所属部署 

                        氏名           印 

 
 

＜退職届を出す場合の注意点＞ 
・ 退職理由が労働者個人の都合の場合、一般的に「一身上の都合のため」と

記載することが多いと思いますが、それ以外の事情で退職に追い込まれた

場合は、「一身上の都合」とは書かず、退職に至った事実を具体的に記載す

ることをお勧めします。 

   例  傷病により勤務に耐えられなくなったため  

職場の人間関係に問題があるため 

約束した労働条件と違うため        等 

・ 退職届の書き方によっては、雇用保険上の離職理由に大きく影響する場合

があります。詳しくは、労働者支援事務所にお尋ねください。 

 

２２  仕仕事事をを辞辞めめささせせらられれるるとときき 

会社の一方的な意思表示による労働契約の終了を解雇といいます。 

労働者は、労働の対価として使用者から受け取る賃金によって生活してい

ます。使用者から突然解雇されると、労働者やその家族の生活は成り立ちま

せん。そこで解雇については労基法などにより、労働者を保護する立場から
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